
  

一

 

   

労 働 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 案 ）

 

 

労 働 基 準 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

 

 

第 一 条 第 二 項 中 「 こ の 基 準 を 理 由 と し て 労 働 条 件 を 低 下 さ せ て は な ら な い こ と は も と よ り 、 そ の 」 を 「 労

働 条 件 の 」 に 改 め る 。

 

 

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

 

 

（ 雇 用 形 態 を 理 由 と す る 賃 金 に つ い て の 差 別 的 取 扱 い の 禁 止 ）

 

第 四 条 の 二

 

使 用 者 は 、 労 働 者 の 雇 用 形 態 を 理 由 と し て 、 賃 金 に つ い て 、 差 別 的 取 扱 い を し て は な ら な い 。

 

 

第 百 十 九 条 第 一 号 中 「 、 第 四 条 」 を 「 か ら 第 四 条 の 二 ま で 」 に 改 め る 。

 

   

附

 

則

 

 

（ 施 行 期 日 ）

 

１

 

こ の 法 律 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

 

 

（ 適 用 区 分 ）

 

２

 

こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 労 働 基 準 法 第 四 条 の 二 の 規 定 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 の 労 働 に 対 し て 同 日



 

二

 

以 後 に 支 払 わ れ る 賃 金 に つ い て 適 用 す る 。

 

 

（ 短 時 間 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）

 

３

 

短 時 間 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 五 年 法 律 第 七 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

 

  

第 八 条 第 一 項 中 「 短 時 間 労 働 者 （ 以 下 」 を 「 短 時 間 労 働 者 （ 第 十 条 第 一 項 に お い て 」 に 改 め 、 「 、 賃 金

の 決 定 」 を 削 る 。

 

  

第 九 条 第 一 項 中 「 。 次 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 削 る 。

 

  

第 十 条 第 一 項 中 「 職 務 内 容 同 一 短 時 間 労 働 者 が 」 を 「 職 務 内 容 同 一 短 時 間 労 働 者 （ 通 常 の 労 働 者 と 同 視

す べ き 短 時 間 労 働 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 」 に 改 め る 。

 

 



  

三

 

     

理

 

由

 

 

最 近 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 鑑 み 、 労 働 基 準 法 で 定 め る 労 働 条 件 の 基 準 を 理 由 と し て 労 働 条 件 を 低 下 さ せ

て は な ら な い こ と と す る 規 定 を 削 る と と も に 、 雇 用 形 態 を 理 由 と す る 賃 金 に つ い て の 差 別 的 取 扱 い を 禁 止 す

る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

 

 


